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●マニュアルには申告書の書き方、アクセスコードの利用方法、電子納付等の手続きについて記載して
ありますので、ご参照のうえ、手続きをお進めください。
●e-Gov電子申請システムの操作方法等については「電子政府利用支援センター」（電話番号
050-3786-2225（050ビジネスダイヤル）、受付時間：9時から19時まで（土日・祝祭日は17時まで））へお
問い合わせください。
●一括有期事業総括表・一括有期事業報告書については、厚生労働省ホームページ
（https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html　または
右のQRコード）にある年度更新申告書支援計算ツール（建設事業用）もしくは、紙で一括有期
事業総括表・一括有期事業報告書を作成し、PDFにして、電子申請時に添付してください。

29 ５

●労働保険の年度更新手続きにつきましては、
電子申請マニュアル「手続個別マニュアル」に
ある「労働保険料申告書（年度更新申告）マニ
ュアル」に手続きの詳細な手順を掲載しており
ますので、ご参照ください。

●e-Govを初めて使用される方は、
「利用準備」ボタンをクリックして、
各種環境設定を行ってください。



●既に口座振替による納付手続をされている場合でも、電子申請手続を進めるうえで振込者の表示や納
付に関するメールは通知されますのでご留意ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また
は右のQRコードを参照してください。）

「到達番号」と「問合せ番号」が必要になります
ので、申請データを送信後に表示される番号
をお控えください。

番号」「問合せ番号」欄にそれぞれの番号を
入力し、「照会」ボタンをクリックしてください。
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クリックしてください。

「状況照会」を
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